
で
終
り
、
そ
れ
か
ら
最
後
の
大
野
川
氷
期
こ
な
る
こ
い
ふ

順
序
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
○
而
し
て
第
二
期
ご
第
三

期
こ
の
聞
は
徐
程
年
数
が
長
く
叉
規
模
も
著
し
い
違
ひ
が

あ
っ
た
様
に
思
は
れ
る
。

　
兎
に
角
我
が
國
の
氷
河
研
究
は
漸
く
〃
始
ま
つ
把
ば
か
り

こ
い
う
て
宜
し
い
か
ら
、
冷
後
健
脚
の
少
堆
懸
者
が
ド
シ

く
各
方
面
に
研
究
を
試
み
ら
れ
ん
こ
ご
を
希
望
す
る
。

而
し
て
飛
騨
山
脈
氷
河
系
の
研
究
に
は
高
原
川
方
面
、
自

山
氷
河
系
の
研
究
に
は
手
取
川
ご
自
川
こ
の
黒
谷
が
最
も

有
望
ご
認
め
る
。
地
形
の
概
観
を
基
こ
し
把
氷
河
に
鋼
す

る
余
の
想
像
説
は
斯
ん
な
も
の
で
、
以
上
各
地
方
に
於
け

る
精
細
な
踏
究
の
結
果
は
他
日
稿
を
改
め
て
述
べ
る
ま
で

姑
く
保
留
し
て
響
く
。

三
國
港
に
つ

　
　
隅

第
二
巻

い
て

　
　
牧
野
信
之
助

叢
　
説
　
　
三
閾
灌
に
つ
い
て

　
越
前
三
國
は
そ
の
黙
認
＝
禺
有
鯨
今
や
地
方
の
一
都
會

埋
る
に
止
る
、
漁
れ
ご
も
三
國
研
究
の
興
味
は
、
寧
ろ
そ

の
史
的
位
貴
に
存
す
、
三
國
は
實
に
越
前
に
於
け
る
「
最

古
」
の
も
の
》
…
つ
な
う
、
特
に
そ
の
中
世
に
め
り
て
は

堺
が
南
海
の
佳
人
こ
し
て
欄
然
だ
る
生
活
を
展
開
し
た
る

の
時
、
三
國
は
北
海
の
堆
者
こ
し
て
漸
く
活
動
の
蒔
期
に

入
b
し
な
り
き
。
而
し
て
中
世
に
登
達
し
駆
る
都
會
の
多

数
に
見
る
が
如
く
荘
園
を
以
て
そ
の
背
景
こ
し
掌
り
し
な

し
リ
O

　
三
國
々
造
の
名
ご
大
廼
王
子
開
難
の
傳
説
ご
に
そ
の
生

ひ
立
を
飾
ら
れ
た
る
三
國
ば
寳
纏
九
年
に
至
り
て
正
吏
に

そ
の
湊
の
名
を
印
し
測
り
き
○
然
れ
こ
も
そ
の
九
月
癸
亥
、

途
古
同
…
麗
使
正
山
ハ
位
・
上
古
墜
…
鹿
朝
臣
殿
嗣
一
等
來
着
　
献
緊
岡
國
坂
非
μ

郡
三
國
湊
、
遣
高
麗
使
並
彼
國
邊
使
宜
安
嵩
彼
庭
、
依
例

給
之
（
概
紀
、
寳
殖
九
年
條
）
芸
へ
る
記
妻
恐
ら
豊
高
麗
船
の
漂

写
せ
る
も
の
に
し
て
、
之
を
以
て
三
國
が
彼
等
を
迎
ふ
べ

く
當
初
よ
り
敦
賀
の
如
き
好
錨
地
把
り
し
こ
ご
を
説
朋
せ

第
一
號

七
三
　
（
七
三
）



第
二
巻
　
　
叢
　
就
　
　
三
國
港
に
つ
い
て

る
も
の
に
あ
ら
ざ
る
べ
し
〇

　
三
國
の
登
達
の
最
初
は
そ
の
乙
案
の
爲
め
に
あ
ら
す
し

て
、
寧
ろ
そ
の
背
後
な
る
坂
弁
郡
の
否
野
に
あ
り
し
な
り
。

試
み
に
少
し
く
そ
の
地
形
を
叙
述
せ
ん
か
。
國
の
三
大
河

ご
零
せ
ら
る
、
日
野
。
足
頚
。
九
頭
龍
は
．
無
識
・
吉
田
の
地

域
に
至
り
て
合
流
し
、
坂
井
に
至
り
て
夏
ら
に
竹
田
・
兵
庫

の
二
流
ご
相
並
び
て
善
意
た
る
全
野
を
展
開
す
○
嶺
北
の

開
拓
は
國
府
の
縦
谷
よ
b
出
で
、
こ
》
に
集
中
せ
ら
れ
、

就
中
堀
江
郷
を
中
心
こ
し
て
東
大
寺
の
墾
田
は
そ
の
最
大

規
模
を
占
め
、
延
長
一
里
に
達
す
る
用
水
路
幾
十
の
穀
倉

は
盛
に
墾
田
を
買
得
し
た
る
寺
領
地
の
上
に
純
管
せ
ら
れ

た
り
り
聖
武
・
孝
蓮
，
朝
に
亘
れ
る
正
倉
院
文
書
は
頗
る
詳

細
に
之
を
説
明
せ
b
o

　
東
大
寺
の
綴
螢
に
次
で
こ
の
沃
野
を
併
せ
た
る
も
の
を

興
編
寺
こ
な
す
Q
興
編
寺
領
得
の
正
史
に
見
ぬ
π
る
は
三

代
實
録
元
慶
五
年
七
月
十
七
渇
の
條
に
し
て
、
丹
生
。
大
養

女
魏
抄
、
坂
欝
欝
六
亘
町
九
反
百
三
八
歩
美

第
一
號

七
四
　
（
七
四
）

李
勝
寳
元
年
四
月
一
日
の
詔
旨
に
依
り
興
鵬
寺
を
し
て
領

得
せ
し
む
ご
云
へ
り
。
但
し
天
李
勝
實
元
年
以
前
公
田
把

も
し
も
の
は
之
を
許
さ
す
ご
し
た
れ
ば
、
自
ら
制
限
せ
ら

れ
π
も
の
、
如
き
も
、
事
實
は
藤
原
氏
こ
の
獣
帯
上
、
そ

の
勢
力
の
伸
張
ご
共
に
寺
領
の
籏
張
も
東
大
寺
を
凌
ぎ
π

る
も
の
、
如
く
、
所
謂
春
日
胱
黛
興
臓
寺
領
こ
し
て
の
荘

園
の
地
域
は
、
之
を
概
言
す
れ
ば
、
九
頭
龍
以
北
國
境
に

至
る
ま
で
の
殆
ん
ご
全
部
を
占
め
、
そ
の
申
二
部
に
分
把

れ
て
、
東
南
部
を
河
口
庄
、
北
西
部
を
急
撃
庄
ご
號
し
π

り
。
そ
の
経
管
は
も
こ
國
司
に
よ
り
て
着
手
さ
れ
だ
る
も

の
》
如
し
Q
天
正
二
年
十
一
月
大
乗
院
よ
り
織
田
信
長
に

宛
て
た
る
申
状
に

　
　
「
河
ロ
の
庄
は
（
中
略
）
白
川
院
御
寄
進
こ
し
て
康
和

　
　
二
年
よ
b
當
年
に
至
り
て
四
百
七
十
五
年
淀
い
て
ん

　
　
な
し
」

ご
云
ひ
、
叉

　
　
「
坪
江
の
庄
は
後
深
草
院
の
御
璽
逡
こ
し
て
正
癒
元



　
　
年
よ
b
當
年
迄
二
百
八
十
七
年
い
ま
に
凹
い
て
ん
申

　
　
さ
す
候
」
。
漱
憧
説
丈

ご
述
べ
、
南
都
七
大
寺
紫
野
割
興
輻
長
春
臼
肚
の
項
亦
同

意
味
な
れ
ゴ
も
建
内
記
に
よ
れ
ば

　
　
河
口
庄
者
明
麗
諸
等
御
願
其
后
自
河
法
皇
驚
奇
異
帥

　
　
託
重
御
寄
附
也
　
　
　
　
‘

ご
云
ひ
、
絡
郷
の
鎭
守
春
日
明
紳
の
請
迎
酒
一
條
天
皇
の

時
に
あ
り
ご
云
へ
ば
、
恐
ら
く
王
朝
の
初
め
よ
り
河
口
庄

を
端
緒
こ
し
て
漸
次
そ
の
兼
併
の
目
的
を
達
し
、
白
搾
庄

に
及
び
し
も
の
な
ら
ん
。
　
　
　
　
　
　
　
，

　
而
し
て
三
國
は
交
永
以
後
圷
江
庄
の
中
そ
の
下
郷
に
包

括
せ
ら
れ
至
る
も
、
而
も
湊
の
全
部
が
完
全
に
寺
領
に
蹄

し
π
る
は
室
町
時
代
に
あ
り
し
な
り
。
．

　
　
、
　
　
二

坪
江
蘇
が
熱
腸
寺
領
こ
し
て
明
記
せ
ら
れ
た
る
鎌
倉
時

代
に
あ
り
て
は
、
日
本
海
の
水
運
は
既
に
頗
る
長
足
の
進

歩
を
な
し
居
π
り
し
も
の
、
如
く
、
三
二
は
沿
岸
海
港
の

第
二
巻
　
　
叢
　
親
　
　
三
國
港
に
つ
い
て

一
中
心
こ
し
て
同
じ
く
坪
江
下
郷
の
内
に
て
そ
の
北
邊
に

並
列
せ
る
佐
幾
良
。
誠
璽
輔
囎
聯
灘
加
持
羅
。
榊
渤
阿
久
多

宇
。
誠
憂
二
碑
嚇
知
脳
の
所
謂
三
ケ
浦
ご
共
に
頗
る
著
聞
し

た
り
し
な
り
Q
正
和
五
年
越
中
放
生
津
住
人
則
房
の
幕
府

に
上
つ
れ
る
訴
状
に
よ
れ
ば
、
關
東
御
免
津
軽
船
二
十
艘

之
内
の
随
一
た
る
大
船
、
こ
れ
よ
り
難
き
嘉
元
四
年
鮭
以

下
の
貨
物
を
搭
載
し
て
佐
幕
良
に
碇
泊
し
犯
り
し
を
、
三

ケ
浦
三
國
の
佳
人
等
面
倒
船
ご
號
し
て
没
浅
し
元
り
ご
云

へ
り
。
（
大
乗
院
文
書
二
）

　
是
等
に
よ
り
て
考
ふ
る
に
、
埣
墨
客
一
帯
の
地
そ
の
幅

済
せ
る
船
舶
出
入
の
貨
物
等
頗
乃
盛
況
に
達
し
だ
る
を
想

像
し
得
べ
く
、
從
っ
て
量
れ
よ
り
生
す
べ
き
津
料
は
南
都

諸
大
寺
の
食
指
を
動
か
す
に
充
分
な
り
し
な
る
べ
し
○
正

和
五
年
興
輻
寺
方
の
湊
雑
掌
敷
顯
が
串
無
に
徴
す
る
に
、

長
谷
寺
院
宣
を
帯
び
て
そ
の
津
料
を
徽
浮
し
》
そ
の
強
請

を
退
く
る
能
は
ざ
り
し
が
、
途
に
武
家
の
入
部
を
見
る
に

至
り
、
之
を
本
所
に
訴
へ
た
り
。
そ
の
末
文
に

第
　
　
號
　
　
・
勘
五
　
（
七
五
）



　
　
　
第
二
谷
　
　
叢
　
滑
…
　
　
三
閾
灘
…
に
つ
い
て

　
　
至
津
料
者
任
武
家
制
法
爲
本
所
智
計
固
可
被
停
止
者

　
　
也
且
云
御
領
内
有
職
爲
商
人
等
軽
羅
爲
安
全
御
政
道

　
　
鰍
然
煮
被
経
嚴
密
御
沙
汰
被
鯛
申
武
家
被
上
使
謹
直

　
　
自
由
沙
汰
胤
言
上
如
如
件
（
大
桑
弓
丈
書
簡
）

ご
云
へ
る
を
以
て
す
れ
ば
、
勘
）
く
ご
為
湊
．
こ
し
て
の
三
國

が
、
適
當
に
商
入
の
團
集
を
有
し
、
そ
の
津
料
は
之
を
寺

領
の
他
の
欝
欝
に
比
し
て
特
殊
の
牧
入
こ
し
て
重
大
親
せ

ら
れ
漁
る
を
想
像
し
難
か
ら
す
○
加
戸
圓
醸
寺
所
傳
に
、

開
駅
慈
道
が
承
元
年
中
そ
の
在
住
の
地
三
國
を
避
け
杞
る

は
、
「
湊
は
事
繁
き
故
閑
所
に
居
を
占
め
ん
こ
て
」
な
り
ご

云
へ
る
は
、
亦
塗
致
に
へ
貧
す
べ
き
な
り
○

　
而
も
こ
の
文
中
に
示
さ
れ
π
る
が
如
き
安
全
な
る
政
道

が
圓
滑
に
行
は
れ
だ
り
ご
は
到
底
考
へ
ら
れ
ざ
る
こ
ご
に

し
て
、
も
述
よ
り
邊
境
の
地
、
秩
序
は
著
る
く
紫
算
し
駈

り
○
奈
良
法
師
の
一
團
を
移
殖
し
た
ら
ん
が
如
く
、
所
謂

三
國
の
悪
蕪
は
跳
梁
し
た
り
。
建
武
年
間
記
に
篠
る
に
、

武
澤
親
良
の
注
進
文
あ
り
て
、

　
　
　
　
　
　
　
第
　
一
　
號
　
　
　
　
七
山
ハ
　
（
キ
リ
山
ハ
）

　
　
ニ
ル
…
弘
ご
一
年
よ
ハ
日
μ
七
日
一
助
　
二
一
關
一
掃
致
…
強
～
盗
島
既
殺
霊
ロ
忍
傷

　
　
　
　
　
　
交
名
注
文
’
カ
v

　
　
悪
蕪
□
人
□
□
□
日

ご
題
し
、
そ
の
交
名
を
超
す
る
に
、
確
論
二
十
一
名
の
中

十
一
名
は
朋
ら
か
に
桑
門
の
徒
に
し
て
、
或
は
阿
闇
梨
を

胃
し
、
房
を
思
し
、
入
道
を
上
こ
し
た
る
同
地
千
往
寺
の

住
た
る
を
見
る
な
り
。

　
延
元
・
誠
恐
の
交
、
斯
波
・
新
田
爾
氏
の
兵
角
逐
す
る
や
、

悪
蕪
の
集
窟
た
り
し
こ
の
千
手
寺
は
宮
方
の
城
郭
こ
し
て

利
用
せ
ら
れ
π
り
Q
太
幽
遠
に
畑
時
能
の
籠
城
せ
り
ご
云

へ
る
湊
城
は
こ
れ
な
る
べ
し
○
暦
書
三
年
九
月
、
誼
び
に

十
一
月
臼
の
得
江
頼
員
軍
忠
妖
に
、
押
寄
三
國
湊
千
手
寺

城
ご
云
ひ
天
野
文
書
に

　
　
同
三
日
（
。
籍
臆
肥
）
同
國
三
國
湊
押
寄
千
手
寺
城
大
手

　
　
致
合
戦
忠
勤
打
破
城
獅

ご
翫
べ
元
る
は
、
湊
城
に
該
澄
す
る
も
の
き
し
て
考
察
せ

ざ
る
を
得
ざ
る
な
り
G

　
兵
篤
擦
偬
の
身
代
に
於
け
る
湊
は
斯
く
の
動
く
擾
観
せ



り
。
故
に
所
在
の
真
葛
は
濁
り
千
手
寺
に
止
ら
す
う
破
戒

の
沙
門
多
く
出
入
し
陀
り
し
も
の
、
如
し
、
例
へ
ば
岡
地

古
刹
の
随
一
π
る
隔
番
寺
は
、
永
徳
元
年
の
創
設
に
係
れ

る
が
、
開
山
容
認
定
む
る
ご
こ
ろ
の
十
七
條
制
法
に
、
或

は
、

　
　
劫
盗
虚
妄
之
輩
不
可
説
居
佳
事
鼻
聾
殺
害
忍
傷
之
輩

　
　
哉

ご
云
ひ
、
肉
食
不
調
の
輩
を
禁
じ
、
非
法
濫
妨
の
偲
徒
を

煮
し
め
、
・

　
　
行
學
二
道
之
外
不
可
有
武
道
等
振
舞
事

ご
難
じ
だ
る
は
、
皆
諮
れ
か
、
る
破
戒
の
徒
の
存
在
を
謹

す
る
も
の
に
あ
ら
す
や
。

　
而
も
こ
の
生
氣
理
論
だ
る
湊
の
住
民
は
、
農
夫
こ
し
て

は
荒
野
の
開
墾
に
カ
め
、
商
人
こ
し
て
は
北
海
の
往
還
漸

く
頻
繁
こ
な
れ
り
。
明
徳
四
年
に
至
り
て
そ
の
三
國
本
能

は
興
編
寺
領
こ
な
り
へ
善
導
騨
）
、
湊
の
全
部
を
畢
げ

て
栴
都
の
所
領
こ
な
し
了
れ
り
。

第
二
巻
叢
説
　
三
顯
港
に
つ
炉
て

　
但
し
鎌
倉
末
に
於
て
長
谷
寺
そ
の
他
の
津
料
領
得
が
寺

院
の
煩
計
り
し
如
く
、
今
や
そ
の
漁
夫
役
は
内
膳
司
の
知

行
こ
し
て
占
有
せ
ら
れ
た
る
な
り
。
大
乗
院
寺
魅
難
事
記

牧
む
る
駈
の
左
記
の
文
書
に
は
そ
の
始
末
を
評
述
せ
う
。

　
　
嚇
三
國
湊
間
事
難
掌
注
進
在
之
傍
事
書
一
紙
進
之
副

　
　
状
経
箪
書
之
　
興
忍
言
藩
吏
衆
徒
群
議
日
　
春
日
肚

　
　
兼
興
編
寺
領
越
前
國
坪
江
郷
之
内
三
國
湊
事
去
癒
永

　
　
年
齢
繕
光
院
御
在
位
窯
初
内
膳
司
錐
有
望
臨
子
細
依

　
　
爲
寺
肚
規
模
之
供
料
及
放
訴
候
間
永
専
寺
門
之
知
行

　
　
轟
轟
仰
付
了
徹
宵
正
長
年
中
仙
洞
御
在
位
臨
終
不
及

　
　
御
沙
汰
候
庭
至
今
度
内
膳
司
申
所
存
之
條
猛
悪
之
至

　
　
禁
而
有
除
者
哉
所
詮
就
内
膳
司
掠
誹
及
不
慮
之
御
沙

　
　
思
者
令
停
止
天
下
静
譲
之
御
所
尊
影
方
面
第
大
訴
也

　
　
不
可
驚
思
召
由
評
議
試
着
　
文
正
元
年
六
月
目
蕨
鎌

　
　
嘉
畷
謹
楚
巖
）

丈
中
指
舷
門
細
ご
あ
る
は
内
膳
司
の
夫
役
占
有
を
示
す
も

の
に
し
て
、
敷
訴
の
こ
ご
あ
ウ
て
寺
門
の
知
行
に
決
了
せ

　
　
　
　
　
　
　
第
　
一
帯
　
　
　
七
七
　
（
七
七
）



策
二
巻
　
　
叢
読
　
　
三
國
港
に
つ
い
て

る
も
、
丈
意
に
よ
れ
ば
、
既
に
癒
永
年
中
よ
b
丈
正
年
中

に
至
る
毒
薬
†
年
間
を
纒
過
し
把
る
も
の
、
如
し
。
そ
の

夫
役
に
止
る
こ
ご
は
、
岡
書
に
、

　
　
“
抽
留
木
法
橋
（
申
略
）
來
獅
江
章
魚
内
三
國
湊
事
事

　
　
膳
司
依
・
串
入
被
戒
御
敷
書
可
強
入
部
旨
守
護
代
注
進

　
　
歌
到
來
則
影
響
英
堅
仰
付
之
叉
湊
両
代
官
小
布
施
井

　
　
藤
方
注
進
捧
供
撃
方
、
頂
々
内
膳
司
本
來
知
行
門
破
湊

　
　
夫
役
計
也
然
而
一
圓
可
知
行
之
旨
掠
申
入
量
々
以
外

　
　
次
第
不
可
議
事
也
、
蹴
藤
襯
雛
譲
朧
礒
騨
籠
＋
二
）

ご
あ
る
に
明
ら
か
に
し
て
、
補
習
に
及
ば
ん
こ
し
て
衆
徒

の
禁
廷
を
威
嚇
し
た
る
丈
正
元
年
よ
り
後
七
年
文
朋
五
年

の
「
細
江
下
郷
三
國
湊
年
貢
夫
役
逸
事
」
に
よ
れ
ば
、
三
國
湊

の
夫
役
は
田
二
町
四
反
宇
に
封
ず
る
反
別
百
四
十
六
焼
討

二
貫
四
百
言
文
に
し
て
、
元
よ
り
湊
全
部
の
帰
詣
こ
し
て

は
少
額
に
止
る
な
り
、
而
も
次
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
此
内
膳

司
の
強
請
は
寺
領
方
の
代
官
亦
相
綱
係
せ
る
者
の
，
如
し
9

　
　
就
三
國
湊
事
内
膳
司
方
引
渡
事
野
依
圭
計
歯
型
沙
汰

鑑
一
號

七
八
（
七
八
）

　
　
之
山
盛
進
之
問
供
衆
等
歎
存
旨
捧
書
状
所
詮
鶴
九
三

　
　
ケ
浦
百
代
官
職
事
端
被
召
放
旨
集
議
也
彷
野
方
二
遣

　
　
蚕
暑
也
（
大
乗
院
寺
砒
難
箭
記
挺
葦
三
十
一
一
C
寛
正
七
加
†
一
一
二
一
ハ
h
口
曳
・
）

ご
見
ね
元
る
も
の
こ
れ
な
り
Q

　
　
　
　
　
繭
轟

　
左
に
掲
出
し
著
る
河
口
。
圷
江
庄
附
近
の
見
取
圖
は
大

乗
院
寺
肚
難
事
記
抜
葦
第
十
四
丈
明
十
二
年
八
月
三
田
の

條
に
出
で
把
る
も
の
、
も
こ
よ
り
幼
稚
な
る
圖
檬
に
過
ぎ

す
ご
錐
、
三
國
港
の
位
置
が
そ
の
三
方
を
金
津
・
三
ケ
浦
・

阿
古
江
の
三
郷
に
園
続
せ
ら
れ
、
西
方
大
海
に
臨
こ
て
頗

る
海
量
な
る
牛
缶
な
る
を
看
取
せ
し
む
る
に
足
る
。

　
そ
の
中
央
部
を
縦
断
せ
し
む
る
も
の
鳴
鹿
川
ご
云
へ
る

は
恐
ら
く
竹
田
川
に
置
惑
せ
る
も
の
に
し
て
桑
川
即
ち
九

頭
龍
川
は
こ
國
ご
南
方
に
鶉
し
砦
阿
古
鳥
灘
野

の
間
に
劃
せ
ら
る
べ
き
も
の
な
り
。
斯
か
る
地
域
に
あ
り

て
は
、
住
民
こ
し
て
そ
の
所
騰
の
鑛
張
を
切
望
し
π
り
。

故
に
後
方
の
豪
地
所
謂
上
野
荒
野
の
開
拓
は
早
く
よ
り
着



手
せ
ら
れ
π
り
ご
畳
ね
し
く
、
大
乗
院
交
書
三
に
牧
め
た

る
左
の
文
書
は
之
を
転
乗
す
る
も
の
な
り
。

　
　
越
前
國
三
江
郷
三
國
湊
内
上
野
荒
野
元
號
大
畠
可
開
園

　
　
候
之
由
被
聞
食
紅
更
不
可
有
子
細
一
任
常
例
三
グ
年

　
　
　
　
　
　
（
納
）
ヵ

　
　
似
後
可
彼
□
年
貢
由
御
氣
配
所
候
也
恐
怪
謹
言

　
　
　
　
元
価
元
年
入
込
廿
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
良
　
概

　
　
　
安
　
王
　
殿

　
　
ヘ
カ
リ

　
良
郷
は
埣
江
本
庄
の
代
官
に
し
て
安
王
は
三
國
湊
の
難

掌
な
り
ご
思
は
る
。

　
次
に
慮
永
の
末
年
に
至
り
て
、
欝
岸
阿
古
江
こ
の
間
に

生
じ
た
る
出
來
島
の
所
屡
係
票
は
頗
る
本
所
を
煩
は
し
元

る
大
事
件
な
り
こ
す
。
圷
江
郷
奉
行
引
付
馬
弓
こ
十
M
年

の
條
に
よ
れ
ば
三
國
湊
方
の
新
供
衆
等
は
そ
の
出
來
島
に

つ
き
阿
古
江
領
支
讃
な
き
を
主
張
し
惟
れ
こ
も
、
坪
江
本

庄
の
代
官
は
之
を
難
じ
、
門
跡
の
御
下
知
守
護
の
渡
状
を

明
鏡
こ
し
て
支
讃
六
通
を
回
覧
せ
り
。
支
誰
は
當
時
雨
の

　
　
　
第
二
巻
　
　
叢
　
翫
　
　
三
岡
　
港
に
つ
い
て

　
　
ひ
り
ョ
ラ
ユ
じ
ぼ
か
ノ
チ
ロ
　
の
び
ユ
げ
す
ノ
き

承
認
院
足
纏
　
謬

．

N

　
　
　
　
も谷

卿

期
黙
鴛
　
葦

上
卿
よ
卿
　
　
一
　
　
　
堺
沖
哲

整
牢
記
墨
譜
　
　
　
　
舞

／癩
t　lkL　！2

　　　よ
　　　方　．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
誌
註
糧

　
　
～
‘
一
；
罐
槻
一

隅　　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
ロ
さ
ほ
ナ

　
　
旛
壁
　
　
　
　
唇
山
鍔

酒
煮
◎
響
、

　
庫
卿
　
　
　
　
海

な
　
　
’
む

　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
　
　
レ

　
噸
些
坤
　
　
・
卿

　
　
金
凄
r
　
L
暴
　
　
璽
々

　
　
　
　
　
　
・
r
ド
亀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳴
廃
嚇

紳
呂
宜
不

　
　
　
み
ク

第
一
號

三下坪
　ヤ多即i云
1南’

＿ノ旦＄

靴

η
買
蜀
砿

七
九
（
七
九
）

②



　
　
　
第
二
巻
　
　
叢
　
翫
　
　
三
國
港
に
つ
い
て

大
寺
た
り
し
爆
心
寺
の
寺
主
ご
思
は
る
、
寸
書
よ
り
湊
の

代
官
に
宛
て
だ
る
も
の
若
し
く
は
本
庄
代
官
の
執
達
し
下

る
も
の
な
る
が
、
通
じ
て
出
來
島
は
往
古
よ
り
阿
古
江
領

な
る
を
以
て
、
解
方
の
非
法
を
禁
止
し
起
る
も
の
な
り
。

故
に
最
後
の
判
決
は
「
十
島
事
爲
阿
古
江
領
内
之
條
勿
論

候
」
ご
云
ふ
に
あ
り
き
。

　
江
戸
時
代
の
三
國
湊
事
例
へ
ば
越
前
名
蹟
考
落
に
よ
る

時
は
河
ロ
に
三
島
あ
り
、
そ
の
申
部
に
あ
り
て
最
大
な
る

も
の
を
溢
實
島
ご
眠
し
、
泥
原
新
保
の
亘
商
略
實
氏
之
を

領
有
し
把
る
こ
ご
な
る
が
、
出
組
島
は
こ
の
道
實
島
に
該

写
す
る
も
の
こ
思
は
る
、
な
り
。

　
島
喚
の
領
有
に
失
敗
し
把
る
佳
民
は
、
こ
れ
よ
り
先
き
、

湊
の
北
部
に
そ
の
街
猫
を
延
長
し
障
り
。
或
は
湊
三
代
宮

ご
云
ひ
、
（
大
乗
院
寺
就
雑
珠
艶
援
護
三
十
三
）
湊
本
甲
湊
双
方
（
蕪
寺
）
ご
號

す
る
も
の
は
、
後
に
江
戸
時
代
に
三
國
。
三
國
出
村
ご
織
す

る
も
の
に
該
曝
す
る
な
り
。
明
徳
四
年
湊
の
新
里
衆
よ
り

支
讃
し
て
「
三
國
湊
之
本
無
事
（
中
怨
）
所
渡
瀬
南
都
候
也
」

第
　
　
二

八
○
　
（
入
0
）

ご
云
へ
る
は
、
全
く
こ
の
本
湊
に
係
る
な
り
〇

　
　
　
　
　
四
■

　
三
國
湊
の
具
体
的
説
明
に
要
す
る
史
科
は
殆
ご
之
を
求

む
る
に
難
く
、
僅
か
に
大
乗
院
記
録
の
内
に
「
坪
江
下
郷

三
埋
樋
年
貢
夫
役
等
事
」
ご
題
す
る
尋
曾
僧
正
の
筆
録
を

．
抽
出
す
べ
き
の
み
。
同
記
録
は
年
號
を
敏
如
し
懸
れ
ざ
も

憲
末
の
難
筆
に
丈
明
五
年
こ
め
り
、
尋
奪
の
時
代
こ
も
相

合
湿
る
も
の
あ
れ
ば
、
同
年
頃
の
記
録
こ
し
て
差
支
な
か

る
べ
し
。
そ
の
夫
役
は
二
町
四
反
孚
に
撰
す
る
反
別
百
四

＋
損
な
れ
ば
総
額
三
貫
囚
百
事
丈
に
過
ぎ
す
。
そ
の
年
貢

も
本
田
。
美
矢
田
。
新
細
を
合
し
て
約
七
十
石
、
之
を
圷
江

庄
内
な
る
他
の
諸
郷
に
比
し
て
も
こ
よ
り
少
額
に
過
ぎ
ざ

れ
こ
も
、
そ
の
在
家
地
子
は
春
秋
二
季
を
合
し
て
二
十
四

貫
文
を
超
ぬ
、
長
者
銭
五
貫
文
ご
あ
る
は
、
富
商
の
賦
課

銭
こ
し
て
注
目
に
値
す
べ
き
な
り
Q
別
に
漁
業
者
に
封
ず

る
螢
業
税
こ
し
て
、
越
中
網
鮭
。
能
登
鯖
船
・
在
家
鵜
飼
役
・

鱒
綱
の
目
あ
り
、
隷
料
こ
し
て
画
質
痒
料
。
北
河
々
ロ
津



料
・
津
料
樽
あ
り
。
之
を
以
て
見
れ
ば
．
北
海
の
漁
船
は
多

く
こ
の
地
を
根
糠
こ
し
、
北
潟
の
盤
は
こ
の
湊
に
よ
り
て

、
輸
入
さ
れ
極
る
を
知
る
な
り
。
而
し
て
別
に
夫
役
銭
ご
號

す
る
も
の
二
十
七
貫
文
は
注
し
て
難
掌
得
分
也
．
・
」
云
ひ
、

聴
船
津
料
＋
八
貫
も
内
得
分
こ
な
し
、
北
河
々
ロ
津
料
一

　
　
　
　
　
ハ
ヵ
　

一
露
文
二
百
除
交
津
料
椿
亦
，
同
得
分
に
て
候
」
ご
云
へ
り
。

荘
國
時
代
に
於
け
る
虚
言
の
貧
慾
ご
諜
求
こ
の
手
は
更
ら

に
そ
の
海
港
に
加
へ
ら
れ
た
る
を
見
る
な
り
。

　
慮
仁
。
丈
明
の
大
要
は
濁
り
中
央
の
都
城
を
一
炬
に
附

し
だ
る
に
止
ら
す
、
そ
の
波
動
は
地
方
に
籏
大
せ
ら
れ
陀

り
〇
一
切
維
料
所
こ
し
て
三
十
講
料
所
こ
し
て
春
日
肚
供

進
の
財
源
護
り
し
爾
庄
量
に
濁
り
安
全
な
る
を
得
ぺ
け
ん

や
。

　
　
至
徳
（
c
因
明
）
十
七
年
云
京
都
云
諸
國
無
正
当
之
間
由

　
　
南
都
所
々
訴
訟
等
略
警
告
則
寺
祉
領
本
末
平
話
無
正

　
　
膿
越
前
國
河
ロ
・
蝉
贈
与
庄
ハ
朝
倉
幽
翠
斐
方
以
別

　
　
段
敬
淋
思
顔
分
致
乳
業
汰
通
也
余
木
田
庄
以
下
一
切

　
　
　
第
二
愚
　
．
叢
説
　

三
國
港
に
つ
い
て

無
之
（
大
乗
跣
B
記
口
遊
二
）

ご
痛
嘆
し
認
り
し
も
束
の
間
な
り
、
は
じ
め
「
庄
の
一
地
頭

に
過
ぎ
ざ
り
し
朝
倉
氏
は
風
雲
に
患
畜
し
て
起
て
り
。
そ

の
南
都
こ
の
間
に
繰
り
返
へ
さ
れ
肖
る
労
協
も
、
一
向
一

揆
の
南
下
す
る
に
及
び
て
は
古
木
の
動
座
も
何
の
効
か
あ

ら
ん
Q
明
懸
三
年
十
刀
朝
倉
氏
の
大
兵
三
國
湊
附
近
一
帯

に
三
厩
を
配
し
て
加
賀
よ
り
突
撃
せ
ん
こ
す
る
甲
斐
方
に

甥
抗
し
た
b
o
今
や
湊
は
軍
事
上
の
要
地
こ
し
て
そ
の
儂

値
を
登
駕
す
る
に
至
れ
る
な
り
。

　
朝
倉
氏
の
胱
穫
は
義
景
に
至
り
て
織
田
氏
の
爲
め
に
滅

す
ざ
こ
ろ
こ
な
れ
り
〇
一
年
を
距
て
．
、
天
正
三
年
二
月
信

長
「
揆
征
討
の
爲
め
越
前
來
攻
の
点
描
す
る
や
、
そ
の
兵

船
は
敦
賀
・
若
狭
。
丹
後
よ
り
直
ち
に
三
國
を
突
く
べ
し
ご

の
警
報
頻
り
な
り
。
一
揆
は
之
に
書
し
て
首
領
下
間
頼
照

の
下
向
を
煩
は
し
て
湊
一
帯
に
城
廓
を
構
へ
た
9
0
所
謂

三
國
山
之
湊
之
城
之
れ
に
し
て
、
行
人
征
馬
街
路
に
充
満

し
て
織
田
勢
を
逆
賞
せ
ん
こ
し
た
れ
ご
も
、
海
陸
相
並
ん

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
八
一
　
（
八
一
）



第
二
爆
一
　
　
醒
際
　
…
説
　
　
三
國
港
に
つ
い
て

で
殺
倒
し
だ
る
大
軍
に
は
如
何
こ
も
す
べ
か
ら
す
、
横
暴

を
極
め
滴
る
一
向
の
働
も
叢
に
漸
く
、
李
定
を
観
回
り
き
斯

し
て
所
領
の
恢
復
に
封
ず
る
南
都
の
熟
心
は
屡
々
繰
り
返

へ
さ
れ
把
れ
ざ
も
「
京
家
領
の
儀
臨
以
前
小
才
知
行
者
可

還
附
朱
印
次
第
，
た
る
べ
き
事
」
ビ
云
へ
る
信
長
に
ご
り
て

は
　
　
「
か
の
両
庄
（
。
河
口
。
影
響
）
安
堵
に
つ
き
て
は
・
し
か
む
な
が
ら
新
御
笠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
ヵ
　

　
　
甦
ぬ
る
べ
く
嘆
然
ら
ば
武
運
長
久
の
御
就
薦
あ
ひ
く
は
　
　
つ
て
可
申
付

　
　
候
（
大
乗
院
丈
書
十
一
〇
疋
甫
二
年
十
一
月
十
九
日
大
乗
院
よ
り
蝿
正
距
宛
書
状
）

ご
述
べ
π
る
愁
状
も
果
し
て
そ
の
一
顧
を
得
古
る
や
否
や

畳
露
な
し
○
彼
れ
の
龍
眼
は
奮
套
に
安
じ
て
之
を
安
堵
せ

し
む
る
よ
り
も
む
し
ろ
｝
海
港
を
商
工
業
の
中
心
こ
し
て

褒
達
せ
し
む
べ
き
を
得
策
こ
し
騰
り
○
亘
商
橘
屋
に
命
じ

三
ケ
庄
。
一
乗
に
相
並
び
て
三
國
に
唐
人
之
座
井
輕
物
座

を
孝
を
許
し
、
（
橘
文
書
。
天
正
二
年
置
刀
信
長
よ
り
橘
量
三
鄭
五
鄭
に
宛
て
六
ち
條
々
）
瀧
谷
の
古

刹
に
禁
制
を
與
へ
て
寺
院
井
び
に
門
前
の
地
に
違
犯
の
輩

を
嚴
禁
し
誓
き
Q
（
瀧
谷
騨
交
書
）

　
　
　
　
　
　
　
第
　
一
　
腋
…
　
　
　
　
入
二
　
　
（
　
八
二
　
）

　
當
時
湊
の
豪
族
に
森
田
氏
あ
り
、
長
を
三
郎
右
衛
…
門
、

弟
を
彌
五
右
衛
門
ご
云
ふ
。
そ
の
潮
橘
氏
に
出
で
把
り
ご

繕
し
、
軌
道
室
の
時
加
賀
よ
b
來
住
し
て
共
に
廻
漕
の
業

に
從
へ
り
Q
信
長
來
攻
の
際
そ
の
舟
師
を
三
國
に
迎
へ
し

は
實
に
三
郎
右
衛
門
彪
り
し
な
り
。
信
長
南
越
よ
り
進
ん

で
更
ら
に
三
州
の
経
螢
に
着
手
す
る
や
、
そ
の
海
上
勤
務

は
起
こ
し
て
三
郎
右
衛
門
に
僑
頼
し
、
、
屡
懇
書
を
與
へ
て

そ
の
勢
を
慰
せ
り
○
左
記
三
通
の
手
翰
は
以
下
引
用
す
る

こ
こ
ろ
の
森
田
葉
書
ご
共
に
新
に
採
訪
し
た
る
も
の
に
係

る
〇

　
　
七
尾
表
謙
信
引
退
嫉
赴
、
委
細
串
越
候
、
誠
入
情
注

　
　
進
理
論
候
、
猫
瀬
田
機
工
倉
望
薄
上
底
段
専
一
に
候
、

　
　
筆
写
雪
消
條
、
至
賀
州
江
尾
鞍
不
可
有
相
蓮
候
、
次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ヵ
　

　
　
堅
海
苔
＝
柚
到
來
、
重
懇
情
深
重
候
、
．
狛
武
藤
宗
右

　
　
衛
門
可
測
候
也
、

　
　
　
　
　
三
月
廿
一
日
　
　
　
　
信
　
長
（
黒
剛
）

　
　
　
　
　
　
　
　
○



　
　
　
　
　
　
晦
畏
左

　
　
能
州
面
勤
□
］
船
之
護
岸
馳
走
由
幌
賀
候
、
猫
以
別

　
　
て
可
入
情
事
専
一
候
、
．
猫
堀
久
太
郎
可
申
者
也
、

　
　
　
　
　
四
月
九
日
　
　
信
長
（
重
唱
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
森
田
三
郎
右
衛
門
墾
る

　
　
　
　
　
　
　
　
○

　
　
今
度
就
誤
謬
笛
、
最
前
錐
朱
印
禁
篭
、
自
然
他
朱
印

　
　
有
之
は
令
弟
破
爲
可
申
付
、
重
て
朱
印
遣
導
出
，
全

　
　
領
知
不
可
相
違
候
也
、

　
　
　
　
　
天
正
塗
八
月
十
五
日
信
長
（
朱
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
森
田
三
郎
右
衛
門
塗
る

　
弓
箭
を
棄
て
、
世
尊
に
從
ひ
し
敢
勇
の
士
が
能
越
の
海

上
を
駆
馳
し
た
る
廊
目
躍
如
π
る
を
見
る
な
り
。

　
勝
家
そ
の
代
官
こ
し
て
入
聾
す
る
に
及
び
て
は
頗
る
綿

鱗
な
る
法
制
を
定
め
た
り
Q
即
ち
諸
蔚
買
並
び
に
二
道
に

つ
い
て
は
一
切
先
規
を
思
す
こ
ご
な
か
ら
し
め
、
押
壷
押

買
を
禁
じ
、
國
質
、
所
質
を
防
ぎ
、
蓋
置
を
停
止
し
、
一
，
難

爲
何
懸
軍
答
人
閤
代
官
押
入
搦
捕
共
営
理
不
盤
之
倭
不
可

第
二
懸
　
　
叢
　
…
説
　
　
三
國
港
に
つ
い
て

有
爵
」
ご
云
ひ
レ
壷
買
規
定
に
つ
い
て
は
、
「
不
知
盗
吻
諸

色
責
買
候
庭
爲
本
主
訴
不
藍
碧
不
可
有
違
働
代
官
ね
相
屑

北
庄
・
如
法
摩
俸
可
よ
甲
付
…
串
」
ご
云
へ
り
・
o
彼
は
亦
マ
方
に
於

て
極
端
に
保
護
貿
易
を
行
へ
り
ご
畳
ぬ
し
く
、
入
港
の
船

舶
そ
の
國
繕
越
後
。
越
中
。
慌
登
に
属
す
る
も
の
に
向
っ
て

↓凶

匇
ﾔ
の
繋
留
’
ぜ
肌
鰍
命
せ
る
・
と
あ
’
b
O
丹
朋
長
秀
の
席
槻
圭

時
代
に
あ
り
て
は
、
其
保
護
は
一
層
の
厚
、
き
を
加
へ
、
天
正

十
一
年
五
月
四
臼
三
國
津
問
九
中
に
宛
て
た
る
手
翰
に
は

　
　
嘗
面
分
住
居
干
害
、
其
津
先
々
相
替
蓬
可
申
付
候
閥
、

　
　
得
菰
野
青
鷺
ね
申
遣
、
舟
の
出
入
商
人
以
下
相
越
候

　
　
様
仁
、
疑
問
九
販
拡
旨
可
申
彊
候
、
少
茂
非
分
等
有

　
　
閃
敷
具
状
如
件
○

ご
云
へ
り
。
當
時
湊
の
農
工
は
、
斯
の
唐
人
座
・
輕
物
座
な

ご
、
相
懸
し
て
主
こ
し
て
米
の
羅
耀
に
從
濁
し
た
ら
し
こ

ご
は
慶
長
二
年
堀
秀
治
の
書
朕
に
も
見
ぬ
、
京
表
米
蓮
賃

百
石
に
耕
し
て
四
石
な
ざ
の
規
定
め
り
し
ご
見
．
る
。
當
時

外
筆
意
入
港
の
有
無
は
一
疑
問
な
り
○
高
麗
離
の
來
着
に

第
一
號

入
王
　
（
入
ミ
）



　
　
　
第
二
巻
　
　
叢
　
読
　
　
三
圓
港
に
つ
い
て

つ
い
て
は
既
記
の
こ
ご
し
。
加
越
闘
碧
羅
に
よ
れ
ば
、
．
天

文
二
十
年
七
月
二
十
一
日
唐
船
來
着
、
離
客
百
二
十
人
置

人
民
群
集
し
て
未
聞
の
唇
を
π
ん
す
、
商
買
の
族
客
紅
袖

を
浦
嵐
に
ひ
る
が
へ
し
見
物
の
貴
賎
彩
衣
を
雲
霞
に
託
す

る
も
の
也
ご
云
へ
り
。
警
守
記
の
史
的
儂
値
に
つ
い
て
は

も
こ
よ
り
疑
を
熱
る
べ
き
も
の
な
き
に
非
ざ
れ
ご
も
、
こ

れ
よ
砿
先
き
慮
永
年
中
若
狭
小
濱
の
津
に
晦
螢
船
來
着
の

こ
ご
あ
り
、
北
海
の
要
港
量
外
客
の
訪
ふ
も
の
な
し
ご
云

は
ん
や
。
余
輩
は
寧
ろ
黎
明
期
の
三
國
湊
に
取
り
て
光
彩

あ
る
一
挿
話
こ
し
て
之
を
信
憧
ん
ご
欲
す
Q

　
か
、
る
歴
代
領
主
の
保
護
政
策
は
三
國
湊
の
黎
明
期
こ

な
り
ぬ
○
公
時
森
田
一
類
を
始
め
こ
し
て
、
所
謂
三
國
船

頭
は
、
著
狭
小
濱
津
の
商
人
、
こ
合
し
て
遠
く
秋
田
の
地
に

材
木
そ
の
他
の
貨
物
を
廻
漕
し
犯
b
き
Q
慶
長
六
年
八
月

秋
田
實
季
よ
b
若
狭
朋
賀
寺
二
に
宛
て
陀
る
書
翰
に
よ
れ
ば

桐
寺
伽
藍
修
理
に
つ
き
之
に
要
す
る
馬
木
鳳
智
公
営
の
本
園

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
八
四
　
（
八
四
）

よ
り
彼
等
の
手
に
よ
り
て
廻
漕
せ
ら
る
べ
》
、
・
を
云
へ
り
。

　
而
し
て
當
時
佐
渡
島
に
あ
り
て
は
恰
も
大
久
保
長
安
の

金
山
繧
螢
に
羨
し
セ
リ
し
を
以
て
勢
ひ
こ
の
北
海
を
領
海

こ
し
把
る
彼
等
に
ご
り
て
は
一
撃
そ
の
活
動
の
野
面
を
廣

う
し
π
り
。
慶
長
十
三
年
七
月
五
B
付
長
安
よ
り
佐
州
役

所
に
託
し
π
る
書
状
は
三
國
商
人
に
封
ず
る
優
遇
を
示
し

て
除
り
あ
り
。

　
　
越
前
三
國
之
守
田
彌
五
右
衛
門
六
枚
か
い
の
ふ
ね
一

　
　
艘
佐
州
申
か
ひ
役
激
免
候
也
傍
如
件

　
　
　
　
　
慶
長
十
三
年
七
月
五
日
　
石
　
見
花
押

　
　
　
　
　
　
佐
州
役
所
中

ご
云
へ
る
も
の
之
な
り
。

　
元
和
堰
武
の
後
諸
侯
の
領
士
魂
定
ま
る
や
、
三
國
の
背

後
に
は
國
境
を
距
て
〉
加
賀
藩
灘
北
石
の
提
封
あ
り
、
惚

の
米
多
く
京
師
に
．
漏
せ
ら
れ
し
が
、
そ
の
洛
岸
殊
に
南
部

に
あ
り
て
は
適
當
の
港
灘
を
欠
く
を
以
て
、
三
國
は
申
繊

港
こ
し
て
そ
の
利
用
す
る
こ
こ
ろ
こ
な
れ
り
。
卸
ち
獺
越



港
に
集
ま
れ
る
封
米
は
爾
し
て
北
濾
に
浄
ぴ
、
馬
借
の
手

に
よ
り
て
三
國
に
曾
℃
、
海
上
敦
賀
に
出
で
、
大
湖
を
撮

り
て
大
建
及
京
都
伏
見
に
散
ぜ
し
な
り
○
こ
の
時
に
當
り

て
、
三
國
は
瀬
越
よ
り
敦
賀
に
至
る
海
上
の
船
舶
を
そ
の

配
下
に
集
散
し
把
り
。
例
へ
ば
敦
賀
潜
勢
の
河
野
船
は
そ

の
召
集
に
懸
じ
て
蓮
漕
に
加
は
る
を
例
こ
し
た
り
。
左
の

文
書
は
前
田
家
の
代
官
ご
嬉
し
き
齋
藤
某
よ
h
森
田
彌
五

右
衛
門
に
宛
て
下
る
も
の
、
年
號
を
記
さ
や
れ
ざ
も
そ
の

宛
名
等
よ
り
押
し
て
、
寛
永
以
前
の
も
の
こ
思
は
る
。
頗

る
精
細
に
當
時
の
交
蓮
路
を
知
る
に
足
る
を
以
て
全
癒
を

引
用
す
べ
し
。

　
改
無
謬
御
慶
義
々
目
餓
鳥
網
至
嘱

　
　
一
、
出
城
手
前
江
沼
鄭
の
来
北
方
迄
川
丑
に
て
爲
最
上
、
そ
れ
よ
り
三

　
　
闘
　
潅
艶
福
蝋
馬
被
澁
、
三
國
よ
り
舟
に
．
て
毅
賀
へ
爲
指
乱
軍
度
候
條
、

　
　
其
節
御
馳
避
願
入
之
由
山
打
被
申
候
、

　
　
一
、
来
高
千
閃
五
郎
俵
可
有
之
候
、
其
浦
に
舟
有
之
候
へ
ば
、
大
塩
に

　
　
　
　
　
　
　
タ
カ
ぜ

　
　
て
一
覧
上
候
間
、
河
野
舟
急
一
河
三
指
下
候
襟
に
被
田
田
可
被
下
之

　
　
由
、
山
城
巳
工
　
　
　
ρ
被
潰
可
燈
下
候
、

　
　
】
、
三
圃
よ
り
藪
賀
（
出
舟
の
義
，
急
・
串
に
つ
い
て
は
，
當
月
の
内
実

　
　
　
第
二
巻
　
　
叢
　
設
　
　
暁
二
圃
港
に
つ
い
て

　
　
碓
分
に
可
罷
出
候
哉
、
承
度
存
候
、

　
　
一
、
三
隔
よ
り
凱
弧
物
置
へ
蓮
偲
訊
に
何
一
匹
に
、
て
可
勢
候
哉
、
承
度
存
候
駆

　
　
一
、
北
方
よ
り
其
地
ま
で
駄
賃
一
刀
つ
い
て
可
爲
何
程
宛
候
我
、
是
久

　
　
承
度
在
候
、

　
　
豪
い
つ
れ
も
御
六
グ
敷
魂
に
候
へ
共
，
御
肝
煎
瓢
入
度
之
由
に
候
，

　
　
返
事
次
弟
に
米
よ
ぜ
可
三
隅
回
、
い
っ
こ
も
細
目
U
覆
悌
儀
可
級
下
候

　
　
恐
々
触
書
b

　
　
　
俄
々
河
膵
つ
血
川
｝
小
血
参
候
此
ハ
、
焦
μ
浦
へ
小
舟
有
ナ
帽
米
離
匹
田
・
外
月
に
可
有
之

　
　
　
候
哉
、
承
度
瑛
、
併
別
に
い
そ
ぎ
来
の
ぼ
ぜ
度
撲
闘
、
共
浦
々
舟

　
　
　
お
そ
く
可
有
之
に
お
い
て
は
，
敵
影
舟
お
や
ミ
ひ
可
有
之
候
以
上

　
但
し
こ
の
文
言
あ
れ
ば
こ
て
、
加
賀
藩
輪
出
米
の
中
畿

が
三
國
商
人
の
手
の
み
に
蹄
し
π
り
し
ご
は
藩
漸
す
べ
か

ら
す
。
能
登
七
尾
。
加
賀
宮
腰
よ
り
面
．
ち
に
敦
賀
に
出
で
π

う
も
の
、
若
し
く
は
小
濱
に
入
港
し
て
近
江
に
蓮
ば
れ
た

る
も
の
あ
る
を
知
ら
ざ
る
べ
か
ら
す
。
而
も
港
の
位
概
が

中
立
港
こ
し
て
最
適
蒸
し
詣
り
し
こ
ビ
は
勿
論
に
し
て
、

從
て
丸
岡
。
編
非
秘
書
こ
の
關
係
が
漸
次
密
爾
…
π
る
に
及

ん
で
も
加
賀
藩
の
關
係
は
亦
墾
す
る
こ
ご
な
か
り
き
。
從

っ
て
加
。
越
。
能
三
國
の
沿
海
に
継
て
そ
の
船
舶
の
出
ズ
役

回
免
許
せ
ら
る
、
の
特
灌
を
有
し
つ
、
そ
の
三
百
年
を
纒

過
し
た
る
な
り
き
O

第
一
・
號

八
五
（
入
五
）

晦


